
  

 

こやの里特別支援学校（分教室）の警報発表時の対応について 

 

「特別警報・大雨警報・暴風警報・洪水警報・大雪警報・暴風雪警報」に関して 

 

 

分教室では上記の警報が発表された際の生徒の登下校について、下記のように対応しますので、

ご確認ください。ラジオやテレビで「阪神」に警報がでていると報道されても、「川西市」「猪名川

町」には警報がでていない場合があります。休校の有無については、くれぐれも「川西市」「猪名

川町」に警報がでているかどうかをご確認ください。 

 

 

記 

 

 

１ 猪名川町または川西市に「特別警報・暴風警報・大雨警報・洪水警報・大雪警報・暴風雪警

報」のいずれかが発表された場合 

（１）午前６時３０分現在発表されている場合は臨時休業日とします。生徒は登校しないようにし

てください。 

（２）登校途中で発表された場合、発表が確認された時点で臨時休業とします。 

（３）すでに登校している場合は以後の対応等を決定し、保護者に連絡します。場合によっては保

護者にお迎えをお願いすることもあります。 

 

２ 猪名川町または川西市に発表されず、その他の通学区域のある市（伊丹市、宝塚市、西宮市）

に発表された場合 

（１）午前６時３０分現在発表されている場合、該当する市に在住の生徒は臨時休業となります

が、出席扱いとします。生徒は登校しないようにしてください。 

（２）その他、１に準じます。 

 

３ その他 

（１）テレビ等では気象警報が「阪神」に発表と報道される場合がありますが、各市町に発表され

ていることをご確認の上、ご判断ください。 

（２）県立こやの里特別支援学校のホームページから気象庁の気象警報情報のページにリンクする

ことができます。 

（３）こやの里メール配信システムを用いて、緊急事態に関して連絡します。携帯電話のメール受

信をご確認ください。 

  ※メールの配信があった場合は、メッセージやアナウンスに従い、受信の確認を最後まで行う

ようにしてください。（途中で切断しないようにご注意ください。） 

（４）警報が発表されていない場合でも危険な状況であると判断される場合は、無理をせず登校を

控えてください。 
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